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春日市老人福祉センターナギの木苑指定管理者申請要項 

 

趣旨 

 本要項は、春日市が設置する春日市老人福祉センターナギの木苑（以下「ナギの木苑」とい

う。）の指定期間満了に伴い、より効果的かつ効率的にナギの木苑の管理運営を継続するため、

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項及び春日市老人福祉センター設

置条例（平成１７年条例第２０号。以下「センター条例」という。）第６条第１項ただし書の

規定に基づき、公募を行うことなく現指定管理者を新たな指定管理者の候補者として選考する

に当たり、必要な事項を定めるものです。 

 

第１章 施設の概要 

 

１ 施設の設置目的 

  市は、高齢者に対して各種の相談に応じるとともに、健康の増進、教養の向上及びレクリ

エーションのための便宜を総合的に供与し、健康で明るい生活に資することを目的として、

ナギの木苑を設置しています。（センター条例第１条） 

 

２ 施設の運営方針 

市は、春日市高齢者福祉計画２０２１・第８期介護保険事業計画で「高齢者が自分らしく

生き生きとした暮らしを継続できる体制づくり」を基本目標としており、ナギの木苑を運営

することにより、高齢者の社会参加の推進を図っています。 

開館以来、ナギの木苑は高齢者の交流、憩いの場として多くの方に利用されています。今

後も、高齢者の憩いの場としての役割に加えて、介護予防につながる事業の充実やボランテ

ィアの活動の機会拡大を図ることとしています。 

 

３ 施設の概要 

 （１）名 称  春日市老人福祉センター ナギの木苑 

 （２）所在地  春日市星見ヶ丘１丁目７番地１ 

 （３）施設概要  

   ア 構造 本館  鉄筋コンクリート造 平屋建 

はつらつルーム  鉄筋コンクリート造 平屋建 

        カラオケルーム  鉄骨造 平屋建て 

   イ 土地面積 １４，４０１㎡ 

   ウ 延床面積  １，２２４㎡ 

   エ 建築年月 本館  昭和５６年４月 

          はつらつルーム  平成６年８月（増築） 
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カラオケルーム  平成１４年３月（増築） 

   オ 施設内容  

    （ア）本館・はつらつルーム・カラオケルーム 

階 主な施設 面積 概要、附属設備等 

１階 

ポーチ・玄関 ― 

下足入れ、自動券売機１台、椅子４脚、ソフ

ァー１台、傘立て１台、パンフレットスタン

ド１台（３列×１０段）、車椅子１台、牛乳パ

ック回収ボックス、サーマル付顔認証端末１

台 

事務室 ３９㎡ 

受付窓口（事務室外）、事務用机８台、事務用

椅子７脚、ガラス戸棚１台、キャビネット１

台（上部ガラス戸）、引き出し棚１台、予定表

１枚、デスクトップパソコン１台、ノート型

パソコン１台、非常用放送設備、警備機器、

電話機、電話機（カラオケ室通話用）、タイム

レコーダー及びタイムカードホルダー１台、

３名用ロッカー１台、２名用ロッカー１台、

ローテーブル、金庫１台 

相談室 １９㎡ 

木製テーブル１台、木製椅子５脚、事務用机

１台、ロッカー２台、体重計１台、身長計１

台、ベッド１台 

ロビー ５８㎡ 

ＴＶ１台、丸テーブル３台、長丸テーブル１

台、椅子（オレンジ）１２脚、その他椅子５

脚、マッサージチェア１台、新聞ラック１台、 

長椅子×７台、ガラスローテーブル２台、デ

ィスプレイラック付き本棚１台、長机１台、

回転黒板１台、ＡＥＤ１台、 

※自動販売機を２台設置可能。 

男性トイレ １９㎡ 
和式１基、洋式２基、小便器４基、洗面台２

台 

女性トイレ １９㎡ 和式１基、洋式３基、洗面台２台 

多目的トイレ ７㎡ 洋式１基、洗面台１台（手すり付き） 

教養娯楽室 ６１㎡ 

対局用机７台、椅子４３脚、将棋盤及び将棋

駒２０セット、碁盤及び碁石２２セット、対

局時計１３個、壁掛け扇風機１台、扇風機２
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台、掛け軸１枚 

給湯室 １６㎡ 

冷蔵庫１台、保温ポッド大７本、保温ポッド

小５本、調理棚１台、ガラス戸棚、電気ケト

ル２台、パイプ椅子２台、電子レンジ１台 

カラオケルーム ６４㎡ 

通信カラオケ機器１台、ソファー３人掛け×

１台、ソファー２人掛け×３台、ローテーブ

ル２台、パイプ椅子１台、小テーブル１台（マ

イク置き）、ワイヤレスマイク２本、コードマ

イク１本、電話機（事務室呼出用）、スピーカ

ー４台、デンモク（電子目次本）２台 

はつらつルーム ９５㎡ 

長机１１台、椅子３６脚、パイプ椅子１０台、

健康麻雀用麻雀テーブル（マット設置済み）

１０台、麻雀牌１０セット、大型扇風機１台、

扇風機２台、掃除機１台、ワイヤレスアンプ

１台 

大広間 １８４㎡ 

ステージ（間口９ｍ、奥行３.５ｍ）、テーブ

ル１１台、椅子４４脚、座布団５５枚、長机

８台、座椅子８台、音響装置１台、扇風機２

台、壁掛け扇風機１台、譜面台２台 

廊下（大広間横） ― 

バンパーゲームテーブル２台、パイプ椅子３

台、玉突き５本、玉突き入れ１台、本棚３台 

※自動販売機を２台設置可能。 

和室（旧身体障害者

教養娯楽室） 
３１㎡ 

姿見２台、座卓１台、長机２台、ハンガーラ

ック１台、扇風機１台、車椅子１台、パイプ

椅子２台 

清掃用品収納室（旧

身体障害者脱衣

室・浴室） 

１８㎡ 
シャワー２基、洗濯機１台、ポリッシャー（業

務用掃除機）１台 

卓球室（旧機能回復

訓練室） 
４９㎡ 卓球台１台、椅子２脚、パーテーション１台 

男性浴室・脱衣室 ７０㎡ 

シャワー８基、風呂椅子２４台、洗面器２４

個、洗面台２台、脱衣棚、木製ベンチ２台、

体重計１台、扇風機１台、壁掛け扇風機１台、

洋式トイレ１室 

女性浴室・脱衣室 ７２㎡ シャワー７基、風呂椅子２０台、洗面器２０
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個、洗面台２台、脱衣棚、木製ベンチ４台、

体重計１台、扇風機１台、壁掛け扇風機１台、

洋式トイレ１室 

    （イ）その他の施設 

a 機械室 

b 旧プロパン庫（現在は、アルミ缶及び古紙回収庫として使用） 

c 受水槽機械室（上屋なし） 

      d 車庫（春日市福祉バス１台、指定管理者業務用車両１台） 

      e 屋外駐車場 第１駐車場（２４台）、第２駐車場（６０台駐車可能） 

      f 駐輪場（１３台） 

 

第２章 募集・選定・指定 

 

１ 指定期間（市議会の議決事項） 

  令和５年４月１日から令和１０年３月３１日まで（５年間） 

 

２ スケジュール 

  申請・審査・指定のスケジュールは、次のとおり予定しています。 

（１）申請要項の配布 令和４年５月下旬 

（２）申請書類の提出 令和４年６月１５日（水）まで 

（３）書類審査 令和４年６月２７日（月）（予定） 

（４）面接審査 令和４年７月２２日（金）（予定） 

（５）審査後の通知 令和４年８月上旬 

（６）指定管理者の指定 令和４年９月議会 

（７）協定の締結 令和４年１０月 

 

３ 申請資格 

  申請に当たり、団体又はその代表者が次のいずれかに該当する場合は申請できません。 

   （１）地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当すること（地方公共団体の一般競

争入札の参加資格に抵触すること） 

   （２）春日市から指名停止措置を受けていること 

   （３）会社更生法、民事再生法に基づく更生又は再生手続きを開始していること 

   （４）春日市、他の自治体を問わず、自らの責に帰すべき事由により、過去２年以内に

指定管理者の指定を途中で取り消されたことがある、又は管理の業務の停止を命ぜ

られその停止期間が経過しないこと 
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   （５）納入すべき税金を滞納していること 

   （６）春日市暴力団排除条例（平成２２年条例第２号）第２条第１号に規定する暴力団

（以下「暴力団」という。）又は暴力団若しくは同条例第２条第２号に規定する暴

力団員と密接な関係を有すること 

   （７）春日市公の施設指定管理者選考等委員会委員及び公募事務に関与した者並びにこ

れらの者と密接な関係を有すると認められる者が役員等となっていること 

  

４ 申請書類及び提出先等 

 （１）申請書類 

    別紙１「春日市老人福祉センター指定管理者申請書類一覧」のとおり。 

 （２）受付期間 

    令和４年６月１５日（水） 午後５時まで 

 （３）提出方法 

   事前に電話連絡の上、窓口に直接提出してください。 

  提出場所：春日市健康推進部高齢課  

   連絡先：０９２-５８４-１１１１（代表） 

 （４）提出部数 

  原本１部・コピー１３部 

 （５）提出形式 

  各書類にページ番号を付し、表紙、目次等を付けてください。 

    書類は左綴じとし、インデックスを添付する等して書類名（略称可）が分かるように

し、Ａ４版のファイルに綴じてください。書類の順番は、別紙１「春日市老人福祉セン

ター指定管理者申請書類一覧」に掲げた順番としてください。 

 （６）留意事項 

   ア 提出後の申請書類の内容は、変更することはできません。なお、市が必要と認める

場合は、追加書類の提出又は内容の修正を求めることがあります。 

   イ 申請書類に虚偽の記載があった場合は、失格として取り扱う場合があります。 

   ウ 提出された書類は、理由のいかんに関わらず返却しません。 

   エ 申請に関して必要となる費用は、申請団体（グループ）の負担とします。 

   オ 提出された申請書類等は、春日市情報公開条例に定める行政文書に当たり、原則、

情報開示の対象となります。ただし、記載内容の性質上、個人情報や機密情報等の不

開示情報に該当すると認められる部分は、不開示とします。 

   カ 選考結果の公表をする場合その他市が必要と認めるときは、申請書類等の内容を使

用できるものとします。なお、指定管理者の選考経過の公表が必要な場合には、申請

書類のうち必要な内容を公表する場合があります。 
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５ 審査及び選考に関する事項 

 選考等委員会による書類審査及び面接審査を経て、市長が候補者を選定します。 

 （１）書類審査（第１次選考） 

    提出された書類について書類審査を実施します。申請者の出席は必要ありません。 

   ア 日時  令和４年６月２７日 （予定） 

   イ 会場  春日市役所５階 庁議室 

 （２）面接審査（第２次選考） 

    書類審査（第１次選考）に合格した申請者に対し、面接審査を実施します。 

    代表者又は代理人の出席（２人以内）をお願いします。 

   ア 日時  令和４年７月２２日 （予定） 

   イ 会場  春日市役所議会棟１階 全員協議会室 

 （３）選考基準 

提出された書類及び面接の内容について、次に掲げる選考基準に基づき審査します。 

ア 経営能力に関すること 

 (ア)安定した管理運営を行うことができる業務遂行能力を有しているか。 

 (イ)運営体制・組織力は整っているか。 

 (ウ)同種または類似施設の運営実績があるか。 

イ 維持管理に関すること 

(ア)施設の維持管理方針は適正か。 

(イ)危機管理体制は適正か。 

ウ 業務運営に関すること 

(ア)市が求めるサービス水準を理解しているか。  

(イ)サービス水準の維持、向上への方策は適当か。 

  エ 経営努力 

    (ア)収支計画や経費に対する考え方は適正か。 

    (イ)指定管理者の独自性 

 （４）選考結果の通知 

    審査の結果については、選考後速やかに通知文書を送付します。また、春日市役所前

掲示場にて審査結果を告示します。 

 

６ 選考後の事務手続等について 

 （１）協議 

    必要に応じて、申請書類として提出された事業計画書等の内容を基本として、市と指

定管理者候補者とで協議を行います。 

 （２）指定管理者の指定 

    指定管理者候補者は、令和４年９月に開会予定の春日市議会定例会において議決を受
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けて、指定管理者として指定される予定です。 

    なお、春日市議会の議決が得られなかった場合においても、申請に係る書類の作成や

手続きに支出した費用についての補償は行いません。 

 （３）協定の締結 

指定管理者の指定後、（１）の協議を基に管理業務の細目等を定めた協定を締結します。 

 （４）指定の取消し 

指定管理者が、協定の締結までに次に掲げる事項のいずれかに該当することになった

場合は、市は指定管理者の指定を取り消し、協定を締結しないことがあります。 

   ア この申請要項に定める申請資格の要件を欠いたとき。 

   イ 正当な理由なくして協定の締結に応じないとき。 

   ウ 指定管理者の経営状況の急激な悪化等、事業の履行が確実でないと認められる事象

を確認したとき。 

   エ 著しく社会的な信用を損なう等、指定管理者としてふさわしくないと認められる事

象を確認したとき。 

 

第３章 管理・運営 

 

１ 管理の基準及び業務の範囲 

 指定管理者が行う業務（以下「指定管理業務」という。）は次のとおりとします。指定管

理者が行うべき管理の基準、業務の範囲、履行方法等については、別紙２－１「管理運営仕

様書」、別紙２－２「業務一覧」及び別紙２－３「老人福祉の増進等を図る事業 業務一覧」

を参照してください。 

（１）ナギの木苑の管理運営に関する業務 

（２）指定された老人福祉の増進等を図る事業（以下「指定事業」という。）の実施に関す

る業務 

（３）その他市長が必要と認める業務 

 

２ 自主事業 

 （１）自動販売機の配置 

    ナギの木苑内に自動販売機の配置に関する提案をすることができます。配置に係る経

費は指定管理者の負担とし、売上に係る収入は指定管理者の収入とします。なお、指定

管理者が自動販売機の配置を希望しない場合は、市が配置する場合があります。 

 （２）その他の自主事業 

指定管理者は、ナギの木苑の設置目的の範囲内で、かつ、指定管理業務を妨げない範

囲において、利用者サービスの向上を図る観点から自らで企画し、事前に市の承認を受

けた上で、自主事業を実施することができます。自主事業は、指定管理者の経費及び責
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任において実施するものであり、その収入は指定管理者に帰属します。 

（３）目的外使用許可申請について 

  （１）または（２）の自主事業を実施する場合、目的外使用許可申請を行い、市の目的

外使用許可を受ける必要があります。 

 

３ 責任の分担 

  指定管理者と市の責任分担については、別紙３「リスク分担表」のとおりとします。ただ

し、別紙３「リスク分担表」に定める事項に疑義のある場合、又は定めのない事項について

は、指定管理者と市が協議して決めることとします。 

  なお、別紙３「リスク分担表」は市の指定した業務範囲において適用されることとし、指

定管理者が自らの責任で行う自主事業については、全て指定管理者の責任及び費用負担とし

ます。 

 

４ 指定管理業務とは別に業務委託契約を締結し実施予定の事業 

  次の事業については、市と指定管理者とで別途仕様等を協議の上、業務委託契約を締結し、

事業の実施を予定しています。なお、（２）の業務は、春日市福祉支援部福祉支援課が所管

する業務です。 

（１）ナギの木苑はつらつボランティア養成講座事業 

（２）春日市福祉バス運営事業 

 

第４章 収入 

 

１ 指定管理者の収入として見込まれるもの 

 （１）指定管理料 

 （２）利用料金（地方自治法第２４４条の２第８項の利用料金をいう。以下同じ。） 

 （３）指定事業による収入 

 （４）その他施設内におけるサービスによる収入（カラオケ利用料、健康器具利用料等） 

 

２ 指定管理料 

 （１）市は、各年度、指定管理者に対し、指定管理業務に要する経費の一部を指定管理料と

して支払います。指定管理料の額は、指定管理者の収支計画書に基づき、市と指定管理

者とで協議し、各会計年度の市予算の範囲内で毎年度の年度協定において決定します。 

 （２）申請書類のうち年度ごとの収支計画書の作成に当たっては、各年度、次の金額（税込。

消費税率１０％）を指定管理料の上限額として作成してください。 

    令和５年度  ３２，９５４千円 

    令和６年度  ３３，１００千円 
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    令和７年度  ３３，１７４千円 

    令和８年度  ３３，３３７千円 

    令和９年度  ３３，４９３千円 

   ※ 上記金額は、春日市議会の議決により変動する場合があります。 

 （３）消費税率が変更となった場合は、その消費税率に合わせて、予算の範囲内で指定管理

料の上限額を変更します。 

 

３ 利用料金 

 （１）本施設の使用に係る料金は、利用料金制を適用し、利用料金は指定管理者の収入とし

ます。 

 （２）利用料金は、センター条例に定める額の範囲内で、指定管理者が定めます。この場合

において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金について、市の承認を受けなければ

なりません。（地方自治法第２４４条の２第９項） 

 

４ 指定事業による収入 

  指定事業の利用者から徴収する参加費等は、指定管理者の収入とします。 

 

５ その他施設内におけるサービスによる収入 

  別紙２－１「管理運営仕様書」及び別紙２－２「業務一覧」により施設内に設置している

通信カラオケ、健康器具の利用料については、指定管理者の収入とします。 

 

６ 計画を上回った利用料金収入、指定管理事業収入の取扱い 

 （１）指定管理業務を適切に実施する中で、収入の増加や経費の節減など、指定管理者の経

営努力により生み出された余剰金については、原則として精算による返還を求めません。 

    また、利用料金収入の減少など、指定管理者の運営に起因する不足額が生じた場合は、

原則として補てんは行いません。 

 （２）施設の大規模な改修や自然災害、感染症の拡大等により、指定期間内に休館等を要す

ることとなり、利用料金等の減収額が、当該休館等の期間における必要経費の減少額を

上回ると判断される場合は、市と指定管理者の協議の上で、予算の範囲内で補償を行う

予定としています。 

    なお、自主事業に係る減収については、補償の対象としません。 

 

第５章 経費 

 

１ 指定管理業務の経費 

  指定管理業務の経費には、以下が含まれます。 
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（１）第３章１に定める業務の実施に係る費用 

 （２）原状回復に係る費用 

 

２ 修繕費の取扱い 

 （１）指定管理者が行う施設、設備及び備品の補修、修繕は、１件当たり５０万円未満（消 

費税を含む。）のものとし、予算に余剰が生じた場合は、年度末に実績報告を基に精算を

行います。なお、予算を超えて修繕が必要な場合において、備品費の予算に余剰が生じ

ている時は、修繕費にその備品費の余剰額を充当することは可能です。ただし、指定管

理者の責による破損に対する補修、修繕は、指定管理者自らの資金で行うこととします。 

 （２）各年度の修繕費の予算は年度ごとに協議で定めますが、収支計画書には参考金額とし

て９００千円と記載してください。 

 （３）各年度の予算を超えて修繕を行う必要があると市が判断した場合は、予算の範囲内で、

市が行うこととします。 

 （４）１０万円以上（消費税を含む。）の補修、修繕は、あらかじめ市との協議が必要です。

ただし、緊急を要する補修、修繕は、事後の速やかな報告を条件に、事前協議を省略で

きることとします。 

 

３ 備品の取扱い 

 （１）業務に要する主な備品については、本市から無償で貸し付けます。 

 （２）貸付備品以外の業務に要する備品については、指定管理料及び利用料金収入から、あら

かじめ市と協議した上で、調達することができます。また、指定管理料に含まれる備品費

の予算に余剰が生じた場合は、年度末に実績報告を基に精算を行います。なお、予算を超

えて備品購入が必要な場合において、修繕費の予算に余剰が生じている時は、備品費にそ

の修繕費の余剰額を充当することは可能です。 

 （３）各年度の備品費の予算は年度ごとに協議で定めますが、収支計画書には参考金額として

１００千円と記載してください。 

 （４）指定管理者が行う自主事業のために必要と考える備品については、指定管理者が自らの

資金で調達することとします。 

 （５）指定管理料及び利用料金収入により調達した備品は、本市の帰属とし、指定管理者が自

らの資金で調達した備品は、指定管理者の帰属とします。それぞれの帰属が明確に区別で

きるよう、備品台帳を作成し管理してください。 

    なお、指定管理料及び利用料金収入から調達した備品については、会計処理上の損金算

入に必要な場合は、寄附受領の手続を行います。 

 （６）本市に帰属する備品は、センター条例で利用料金の基準額が定められている備品を除

き、有料で利用者に使用させることはできません。 

 （７）指定管理者が自らの資金で調達した備品は、有料で利用者に使用させ、その利用料を
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指定管理者の収入とすることができます。なお、利用させる場合の料金については、あ

らかじめ市との協議を必要とします。 

 

第６章 経理 

 

１ 経理について 

  ナギの木苑の指定管理業務に係る経理は、申請団体の他の経理から区分し、独立した経理

規定及び会計帳簿書類を設け、会計年度における収支状況が明らかになるようにするものと

します。 

 

第７章 指定の取消し等 

 

指定管理者が地方自治法第２４４条の２第１０項による市長等の指示（管理業務又は経理に

関する報告、実地調査、その他必要な指示）に従わないとき、その他当該指定管理者による管

理を継続することが適当でないと市が認めるとき、市は、その指定を取消し、又は期間を定め

て管理の業務の全部又は一部の停止を命じることができます（地方自治法第２４４条の２第１

１項）。 

 

１ 指定の取消し、管理業務の停止事由 

 （１）市長等の指示（管理業務又は経理に関する報告、実地調査、その他必要な指示）に従

わないとき。 

 （２）センター条例又は協定の規定に違反したとき。 

 （３）当該施設の指定管理者申請要項に定めた資格要件を失ったとき。 

 （４）申請書類の内容に虚偽があることが判明したとき。 

 （５）指定管理者の業務の実施に際し、不正行為があったとき。 

 （６）指定管理者の経営状況の悪化等により、管理業務を継続することが不可能又は著しく

困難になったと市が判断したとき。 

 （７）指定管理者から指定の取消し又は管理業務の全部若しくは一部の停止を求める申出が 

あったとき。 

 （８）当該施設が、公の施設として廃止されることとなったとき。 

 （９）指定管理者が暴力団等に該当することが判明したとき。 

 （１０）その他市が当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと判断したと 

き。 

 

２ 指定が取り消された場合の賠償等 

上記１のうち、指定管理者の責に帰すべき事由により指定が取り消され、又は業務の全部
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若しくは一部が停止された場合、指定管理者は、市に生じた損害を賠償しなければなりませ

ん。なお、次期指定管理者が円滑かつ支障なく施設の管理運営業務を遂行できるよう、引継

ぎを行うものとします。 

 

３ その他の事由による場合 

災害その他の不可抗力等、市及び指定管理者双方の責めに帰すことのできない事由により

業務の継続が困難になった場合、事業継続の可否について協議するものとします。一定期間

内に協議が整わないときには、それぞれ、事前に書面で通知することにより、協定を解除で

きるものとします。 

なお、指定管理者が交代となる場合、次期指定管理者が円滑かつ支障なく施設の管理運営

業務を遂行できるよう、引継ぎを行うものとします。 

 

第８章 その他 

 

１ 業務の引継ぎ 

 （１）現指定管理者を引き続き指定管理者として選定するものであるため、本指定に係る業

務の引継ぎ等の事務は発生しません。円滑に業務が継続できるよう、準備を行ってくだ

さい。 

 （２）指定管理者は、指定期間を満了し引き続き指定管理者として指定されなかった場合、

又は指定期間中に指定が取り消された場合には、誠意をもって指定管理期間終了までに、

市及び市の指定する者に業務の引継ぎを行うものとします。なお、指定管理者は、引継

ぎに当たり、指定管理業務（指定管理者の提案に基づき実施した老人福祉の増進等を図

る事業及び自主事業を除く。）を適切に実施できるマニュアルを整備し、これを引継ぎ

相手に交付するとともに、十分な説明を行うものとします。 

 （３）指定管理者は、前号の引継ぎを行った後も、市又は次期指定管理者からの指定管理業

務に関する質疑に対して、誠意をもって対応することとします。 

 

２ 原状回復 

指定管理者は、指定期間を満了し引き続き指定管理者として指定されなかった場合、又は

指定期間中に指定が取り消された場合には、市の指示に基づき、施設並びに市が貸与した設

備及び備品を原状回復して引き渡してください。 

ただし、施設等を適切に使用した上で、経年劣化により生じた変化は原状回復を要しませ

ん。 

 

問い合わせ先 

 〒８１６-８５０１ 福岡県春日市原町３丁目１番地５ 
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 春日市 健康推進部 高齢課 高齢者支援担当 草地・永利 

 電話 ０９２-５８４-１１１１（代表） ＦＡＸ０９２-５８４-３０９０ 

 電子メール kourei@city.kasuga.fukuoka.jp 


